
練馬区立学童クラブ・ねりっこ学童クラブ（令和７年度）

児　童　氏　名

日 曜日 勤務 休務
有休・
代休

始業時間 終業時間 自宅外 自宅内 内容・行き先（住所）等
区記
入欄

1 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

2 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

3 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

4 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

5 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

6 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

7 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

8 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

9 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

10 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

11 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

12 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

13 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

14 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

15 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

16 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

17 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

18 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

19 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

20 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

21 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

22 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

23 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

24 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

25 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

26 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

27 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

28 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

29 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

30 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

31 ☐ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

※裏面記載例も必ずご覧ください。

上記内容について、事実と相違ありません。
また、内容について職場に問い合わせをすることを承諾します。

保護者氏名（自署）

直近の勤務等実績表　

月

 ご記入いただけるのは、以下の月のうち1か月分（1日～月末まで）です。

　【一次申請】　　　　令和６年９月・10月・11月・12月
　【二次申請以降】　申請日の月より前2か月・申請日の月・申請日の月の後1か月
※記入の際は、就労証明書で証明された勤務日数と整合性があるか、ご確認ください。勤務日数は日曜日・祝休日を除いた
勤務日について計算します。また、複数の就労をしている場合は、一枚の用紙にまとめて記入してください。



練馬区立学童クラブ・ねりっこ学童クラブ（令和７年度）

児　童　氏　名

日 曜日 勤務 休務
有休・
代休

始業時間 終業時間 自宅外 自宅内 内容・行き先（住所）等
区記
入欄

1 火 ☑ ☐ ☐ 9:50 19:45 ☑ ☐ 千葉市

2 水 ☑ ☐ ☐ 11:15 18:30 ☑ ☐ 練馬区光が丘２丁目

3 木 ☑ ☐ ☐ 8:45 18:50 ☑ ☐ 中央区

4 金 ☑ ☐ ☐ 12:40 19:20 ☑ ☐ 港区

5 土 ☐ ☑ ☐ ： ： ☐ ☐

6 日 ☐ ☑ ☐ ： ： ☐ ☐

7 月 ☐ ☐ ☑ ： ： ☑ ☐ 有給休暇

8 火 ☐ ☐ ☑ ： ： ☑ ☐ 10/14（月・祝）の代休

9 水 ☑ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

10 木 ☑ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

11 金 ☑ ☐ ☐ ： ： ☐ ☐

12 土 ☐ ☑ ☐ ☐ ☐

13 日 ☐ ☑ ☐ ： ： ☐ ☐

14 月 ☑ ☐ ☐ 7:50 18:10 ☑ ☐ 休日出勤（さいたま市）

日 曜日 勤務 休務
有休・
代休

始業時間 終業時間 自宅外 自宅内 内容・行き先（住所）等
区記
入欄

7 月 ☑ ☐ ☐ 9:00 18:00 ☑ ☐ Ａ会社（新宿区）

8 火 ☑ ☐ ☐ 9:00 18:00 ☑ ☐ Ａ会社（新宿区）

9 水 ☑ ☐ ☐ 13:00 18:00 ☐ ☑ 自宅介護（練馬区）

10 木 ☑ ☐ ☐ 10:00 19:00 ☑ ☐ Ｂ会社（港区）

11 金 ☑ ☐ ☐ 10:00 19:00 ☑ ☐ Ｂ会社（港区）

12 土 ☐ ☑ ☐ ☐ ☐

13 日 ☐ ☑ ☐ ☐ ☐

上記内容について、事実と相違ありません。
また、内容について職場に問い合わせをすることを承諾します。

保護者氏名（自署） 練馬　太郎

記入例①　「特定の事務所などがなく、就労場所が毎日異なる」場合

　・自宅を出た時間を「始業時間」、自宅に帰宅した時間を「終業時間」として記入してください。
　・練馬区内および近隣の場合は「○○区○○町○丁目」まで、その他の場合は「○○区（○○市）」まで記入してください。

記入例②　「複数の就労先がある」「複数の要件での申請」の場合
　
・複数の就労をしている場合や、「介護と就労」など、複数の保育を必要とする理由がある場合は、
　　　一枚の用紙にまとめて記入してください。

直近の勤務等実績表　
練馬　一郎

10
 ※ご記入いただけるのは、以下の月のうち1か月分（1日～月末まで）です。

　【一次申請】　　　　令和６年９月・10月・11月・12月
　【二次申請以降】　申請日の月より前2か月・申請日の月・申請日の月の後1か月

月 ※記入の際は、就労証明書で証明された勤務日数と整合性があるか、ご確認ください。勤務日数は日曜日・祝休日を除いた
勤務日について計算します。また、複数の就労をしている場合は、一枚の用紙にまとめて記入してください。

記入例

勤務日・勤務時間が不規則なため、就労証明書の曜日別勤務時間欄への記入が困難なとき、

雇用主の作成した勤務表等の提出が必要です。
勤務表等を雇用主が作成していない場合には、この書類「直近の勤務等実績表」を提出してください。

有給休暇等を取得した場合は「有休・代休」にチェックし、
自宅内外の判定をするため、有休をとらず仕事をしたと仮定した
「自宅外」「自宅内」をチェックしてください。
また、祝日の代休を取得した場合は、代わりに出勤した日にちを
記入してください。

契約・規則上の就労時間を超える「残業時間」は含めずに記入してください。


